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活 動 方 針 

【ミッション（理念）】 

地域社会の中で、障害のある人が安心し、生きがいを持って自立した生活を営むことができる 

社会の実現を目指します。 

 

【ビジョン（目的）】 

障害福祉の視点から、すべての市民にとって暮らしやすいまちづくり・ひとづくりに取り組みます。 

 

【バリュー（活動姿勢）】 

○障害のある人たちの権利を守る活動をします。 

○障害のある人たちの声を聞き、求められるニーズに応える活動をします。 

○個々の障害を理解し、障害のある人の立場に立った視点で活動をします。 

○障害のある人が自分の生き方を選択できるよう、生活を支援する活動をします。 

○障害のある人の生きがいへとつながる、芸術・文化・スポーツ支援の活動をします。 

○障害のある人と地域との架け橋となる活動をします。 

○関係機関・団体と協力、連携して活動をします。 

 

昭和４８年７月１２日に５区（門司、小倉、八幡、若松、戸畑）、３部会（肢体、聴覚、視覚）で発足した

当協会も、令和５年度（２０２３年）で設立５０周年の節目を迎えます。障害福祉を推進するために会員

団体と共に歩んで５０年、現在では北九州市から障害者福祉会館の運営を指定管理者として受託し、

さまざまな事業を実施するなど、法人として大きく成長しました。 

しかし一方で、共に歩んできた会員団体の会員の高齢化や役員の担い手不足などから、休会、解

散を選択する団体も出てくるなど、協会発足時には想像もできなかった事態に見舞われています。会

員団体の組織強化やこれからのあり方について、会員団体と共に考え、課題解決に向けて取り組んで

いきます。 

また、令和５年度は東部・西部障害者福祉会館の次期指定管理者（第５期）の公募年となります。 

協会がこれまで４期１８年にわたり積み上げてきた実績と信頼に加え、それぞれの職員の専門性を

しっかりとアピールし、次期指定管理者として福祉会館の運営を任されるよう提案を行っていきます。 

 

令和３年５月に障害者差別解消法が改正されたことから、合理的配慮の提供が民間事業者にも義

務として求められるようになります。合理的配慮は、障害のある人が社会参加をする上で障壁となるも

のを社会の側で取り除くという「障害の社会モデル」にもつながる大切な考え方です。当事者団体と

して、この大切な考え方を地域に浸透させるべく啓発活動に取り組んでいきます。 

 

事業を実施するにあたっては、東西の障害者福祉会館を拠点とし、各セクションで事業に取り組み

「地域社会の中で、障害のある人が安心し、生きがいを持って自立した生活を営むことができる社会

の実現を目指す」という理念の下、上記７つの活動姿勢に基づいた活動を行っていきます。 
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事 業 計 画 

 

Ⅰ 法人運営 

公益法人として自覚と責任を持ち、北九州市の障害福祉の拠点となる指定管理施設を運営する法人とし

て、厳しい時代を生き残っていける法人の体力強化を目指し、内外に向けた取り組みを行っていきます。 

また、オンラインの導入が定着してきたことで、会議参加の選択肢も増えたことから、オンライン会議システ

ム（ZOOM）を活用しつつ、状況に応じてスムーズな会議運営が出来るよう取り組んでいきます。 

 

【活動内容】 

１．組織運営に関わる会議の開催 

・理事会の開催（年３回 定例 ５月、令和６年２月予定  臨時 ６月予定） 

 <内容> 令和４年度決算、令和６年度予算、役員候補者（理事・監事）の選定 

・評議員会の開催（年２回 定例 ６月予定  臨時 令和６年３月予定） 

 <内容> 令和４年度決算、令和６年度予算、役員（理事・監事）の改選 

・評議員選定委員会（年１回 ６月予定） 

<内容> 評議員の選定 

 

 ２．組織力や法人基盤の強化に向けた取り組み 

会員数の減少や役員の担い手問題といった会員団体が直面する現状について、会員団体と連携して意

見交換、情報交換行い、組織の今後を共に考えるため、関係団体事務局長会議を定期的に開催します。 

また、今後の法人運営について主に話し合うために、法人運営推進会議を定期的に行っていきます。 

・関係団体事務局長会議の開催（定例 年６回） 

・法人運営推進会議（定例 年４回） 

 

法人が将来にわたって質の高いサービス提供を維持し続けていくためには、法人を支える職員ひとり一人

の育成はかかせません。 

将来を担う人材の確保と育成が急務となっている現状を踏まえ、リーダーシップや課題解決能力、環境適

応力、また障害特性の理解など、必要な知識や技術を身に付け、直面した状況に応じて適切な判断ができ

る、法人の貴重な財産となる人財（材）の育成を「人財育成計画」に基づき行っていきます。 

 

・研修会の実施（全職員対象 年２～３回・各所属別職員対象 随時） 

・外部研修（専門機関が主催する研修への参加） 随時 
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Ⅱ 公益事業 

  社会参加推進事業【公益事業１】   

障害のある人たちの社会参加を進めていくため、そのきっかけとなる芸術文化活動の推進やコミュニケーシ

ョン支援を行います。また、併せて必要な情報の提供、整備すべき制度、サービスについての要望活動を行うな

ど、障害福祉の推進を図ることを目的とした事業を行います。    

 

【活動内容】 

ア  生活・相談事業 

１．コミュニケーション支援事業 

    コミュニケーション支援や情報保障が必要な場面において、障害当事者および関係団体、企業等に対し、

専門性のある支援者（手話通訳者等）を派遣します。 

    また、専門的な知識、技術の習得を目的に、支援者を対象とした学習会や研修会を行い、社会情勢や対

象者のニーズに合わせた応用力を発揮し、質の高い活動が行えるようサポートをしていきます。 

・手話通訳技術向上等、学習会の開催 

・登録者研修会の開催 

 

イ．普及啓発・情報提供事業 

１．障害者芸術文化支援事業 

障害のある人たちの芸術文化活動の支援を目的に、障害のあるアーティストの活動の場および市民への

障害福祉の啓発の場として、市内各所で芸術作品展やステージイベントを行います。 

・第１６回北九州市障害者芸術祭 

ステージイベント １１月１９日（日） ウェルとばた大ホール 

※障害者アーティストによるコラボパフォーマンス事業 

芸術作品展 １１月２１日（火）～２６日（日） 黒崎市民ギャラリー 

 

   ・地域における障害者アート作品展等の開催（年１０回程度） 

   ・芸術文化にかかるアーティストの登録および情報発信 

   ・その他、障害者アートの価値向上につながる事業の開催 

   ・障害者常設展示場「かがやきアートギャラリー」の運営 

 

２．情報提供事業 

    ホームページおよび広報紙を活用して、障害福祉に関わる情報を発信することで、市民への啓発と障害

のある人たちの社会参加推進を図ります。 

・ホームページによる各種情報の提供 

・広報紙「しんしょうだより」の発行  年間 4 回 各 1600 部発行 
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３．啓発・要望活動事業 

 すべての市民にとって暮らしやすいまちづくり・ひとづくりのため、国や市に対して必要な制度、諸施策に対

する要望等の活動を行います。障害のある人たちの災害時の支援に関する問題をはじめ、暮らしにかかる諸

問題について、市レベルでは、北九州市障害福祉団体連絡協議会（障団連）をはじめとした関係団体と連

携し、国レベルでは、全国の関連団体と連携して要望活動を行います。 

 施設のバリアフリーについては、障害者差別解消法の改正に伴い、官民を問わず地域の施設が障害のあ

る人にとって使いやすい施設となるよう、情報収集、啓発を行うとともに、施設の改善点などを集約し、その後

の改善要望活動へとつなげていきます。 

 

【福祉大会】 

・第６８回日本身体障害者福祉大会（わかやま大会） 

   ６月１６日（金）～２２日（木）   オンラインによる動画配信 

・第 6４回政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会 

 ９月２日（土）～３日（日）  会場 広島市 

    ・第５２回九州身体障害者福祉大会、第３０回九州ブロック身体障害者相談員研修会 

１１月３０日（木）～１２月１日（金）  会場 大分県 

 

【周年記念行事】 

  協会設立５０周年の節目として、これまでの歴史を振り返るとともに、これからの障害福祉について皆で考   

えるイベントを開催します。 

  ・北九州市身体障害者福祉協会 設立５０周年記念行事 

９月２３日（土：祝）  会場 リーガロイヤルホテル小倉 

 

【バリアフリー】 

障団連まちづくりネットワークプロジェクトワークに参画して現在進めている、北九州市における道路・建物

のバリアフリーチェックの基準（物差し）づくりの完成を目指します。 

  ・市建設局作成のバリアフリーガイドブック（道路・公園編）の改訂作業への参画 

    ・市内バリアフリー点検活動への参加 

    ・道路・建物に関するバリアフリーチェックの基準（物差し）づくり 
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  障害者福祉会館事業【公益事業２】   

障害のあるなしに関わらず共に生きる社会の実現のため、障害のある人たちが地域で自立した自分らしい

生活を送れるよう、障害のある人たちと家族・支援者の活動拠点や地域との接点として東西の障害者福祉会

館の運営や社会参加支援事業を実施します。 

 

ア 障害者社会参加支援事業 

1.社会参加講座開催事業 

（東部・西部障害者福祉会館） 

・社会参加のための各種講座 

・関係団体や関連施設とのコラボレーションによる講座 

 

2.交流事業 

（東部・西部障害者福祉会館） 

・交流会 各年１回 

・東部会館文化祭「ふれあい広場」  １１月５日（日）予定 

・西部会館文化祭「であい・ゆめ広場」 １０月１５日（日）予定 

 

3.支援者養成事業 

（東部・西部障害者福祉会館） 

・ボランティア講座 

・市民センターや教育支援室等でのふれあい出前講演 

・関係団体等との連携によるボランティア体験講座 

 

（社会参加推進センター） 

・障害のある人へのコミュニケーション支援セミナー 

・地域普及啓発講座（傾聴について、障害当事者が思うこと など） 年 3～4 回予定 

    

4.情報提供事業 

（東部・西部障害者福祉会館） 

・会館だより  年４回 各１６００部発行 

・情報センター設置事業  福祉関係書籍の閲覧や、福祉関連新聞切り抜き記事の施設内での掲示 

  ・関係団体との連携による障害者福祉会館の啓発 

  

（芸術文化応援センター） 

・障害者芸術文化活動の情報発信と収集  フェイスブックにて随時更新 
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イ 障害別社会参加支援事業 

1.障害別支援者養成事業 

（視聴覚障害者情報センター） 

・要約筆記者養成講座 

・登録者研修会 

2.障害別生活支援事業 

（視聴覚障害者情報センター） 

・要約筆記者派遣事業 

  

（社会参加推進センター） 

・自立支援事業（自立生活外出プログラム） 

・音声機能障害者発声訓練事業（発声訓練教室）、発声訓練指導者養成事業 

・オストメイト社会適応訓練事業（オストメイト講習会） 

・障害者相談員活動強化事業（相談員研修会） 

・ピアカウンセリング事業所等の活動報告、請求事務【市からの単独委託】 

 

ウ 視覚障害者社会参加支援事業（点字図書館） 

1.製作および貸出事業 

・視覚障害者を対象とした点字・デイジー図書の製作及び点字・テープ・デイジー図書の貸出 

・視覚障害者を対象とした点字・テープ・デイジー雑誌の貸出、ＪＢニュースの点字送付及び配信                

 

2.ボランティア養成および研修事業 

・音訳ボランティア養成講座（初級･ステップアップ・中級･上級）、スキルアップ研修会 

・点訳ボランティア養成講座（初級）、スキルアップ研修会 

 

3.生活支援事業 

・視覚障害者生活教室 

 

4.情報提供事業 

・機器操作支援 

・広報誌の発行  点字図書館だより 年３回 各４００部発行 

・読書バリアフリー法にかかる公共図書館・点字図書館担当者連絡会 

 

5.交流事業 

・点字図書館交流会（当事者、ボランティア、職員の三者） 

・オープンブレイルライブラリー  ８月２０日（日） 
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エ 聴覚障害者社会参加支援事業（聴覚障害者情報センター） 

1.制作および貸出事業 

・聴覚障害者を対象とした、手話・字幕挿入映像の制作及び貸出 

・巡回ライブラリー事業 

 

2.支援者養成および研修事業 

・盲ろう者通訳・ガイドヘルパー養成講座（基礎） 

・出前講座 

・盲ろう者通訳・ガイドヘルパー現任研修会 

 

3.生活支援事業 

    ・手話通訳者派遣事業 

・盲ろう者通訳・ガイドヘルパー派遣事業 

 

4.情報提供事業 

・社会情報等提供事業 

・聴覚障害者支援セミナー 

・聴覚障害児・者のコミュニケーションワークショップ 

・機関紙の発行  年４回 各３００部発行 

 

5.交流事業 

・聴覚障害者情報センターのつどい  ８月２７日（日） 

・盲ろう者交流会 

 

6.盲ろう者自立訓練事業 

・盲ろう者社会参加講座 

 

オ 貸し部屋支援事業 

障害のある人やその支援者、関係者が福祉の向上を目的とした会議、研修、芸術・文化・余暇活動などで  

会館を利用する場合に無料で部屋の貸し出しを行います。 

収益を目的とした内容についての部屋の貸し出しは行いません。 

貸出日 ： 月曜日～土曜日 9：30～21：00 

日曜日  9：30～18：00 

休館日 ： 火曜日、祝日、年末年始 
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Ⅲ 収益事業 

  点字・声の市政だより等作成事業【収益事業１】   

北九州市が発行する広報誌「市政だより」、「市議会だより」等の点字・録音版・テキスト版を製作し、視覚障

害者の生活に必要な情報提供を行います。また、視覚に障害のある人が日常的に使用する点字用紙などの販

売も行います。 

 

【活動内容】 

市政だより、市議会だより、ていたんプレス等、公的な機関が発行する書類の点字物、録音物の作成と日常

生活用品の販売。 

 

Ⅳ その他事業 

  地域障害者団体支援事業【その他事業】   

北九州市内で活動する身体障害者団体の支援を通して、北九州市の障害福祉の推進を図ることを目的に

事業を行います。 

 

【活動内容】 

当事者団体が企画する啓発、学習、交流などを目的とした事業に対して連絡調整、広報等の事業協力を行

い、その活動を支援します。また、障害別の全国及び九州地区組織開催の福祉大会、スポーツ大会への参加

支援も行います。その他、障害別団体が九州及び全国規模の大会を主催する場合の大会開催に関する支援

も行います。 

・当事者団体企画事業支援 

・障害別全国組織及び九州地区組織開催の福祉大会参加、スポーツ大会参加支援 

・障害別団体による九州及び全国規模大会開催支援 

 

Ⅴ 他団体連携事業 

北九州市の障害福祉推進のため、他団体と連携して行政に対し必要な政策提言、意見交換を行います。ま

た、障害福祉に関する情報を収集、提供します。 

                    

１．北九州市障害福祉団体連絡協議会（事務局、常任委員） 

市内の障害福祉政策に関する行政との協議及び要望活動、障害者週間啓発活動など 

福祉のまちづくりに関する行政との協議、意見交換（まちづくりネットワークプロジェクト） 

 

２．北九州市障害福祉情報センター（運営委員） 

障害福祉に関する情報収集及び提供  


